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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は法に則った透明な会社運営を行うことによって、経営方針を着実に具現化し、ステークホルダーの利害
を調整しつつ、株主利益の最大化と会社の安定した永続性を図ることであると考えております。当社はコンプライアンスを強く意識し、企業規模に
応じた組織を構築することで、迅速かつ適切な経営判断をくだしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

補充原則 １－２④

当社は、議決権の電子行使や招集通知の英訳については今のところ予定しておりません。今後、海外投資家等の比率や株主構成の変化等を考
慮し、必要に応じて検討してまいります。

補充原則 ２－４①

当社は、中核人材の多様性の確保が中長期的な企業価値の向上および持続的成長に資するとの考えのもと、女性、外国人、中途採用者等の管
理職登用をすでに実施しており、今後さらなる質的、量的な充実に努めてまいります。

補充原則 ３－１③

当社は、自社ＷＥＢサイトにＣＳＲ（企業の社会的責任）のページを設け、その中で、自社製品の製造、販売を通じ、社会に役立つ数多くの環境に
やさしい機能製品を供給する一方、化学物質の排出、エネルギー消費などの環境負荷の削減に向けた企業活動を推進することを基本理念とした
環境への取り組みについて掲載しております。人的資本や知的財産への投資等につきましては、今後、経営戦略、経営課題との整合性を意識し
た開示の充実化について検討してまいります。

補充原則 ４－１②

業界を取り巻く環境、景気見通しが不明瞭である中、当社ではより機動的な経営判断ができるように、中期経営計画の策定は行っておりません
が、中長期的な課題や、単年度の目標設定、進捗管理に対し、経営会議や取締役会をはじめとする重要な会議の場で、活発な議論がされており
ます。実際の進捗と目標との乖離があった場合、必要に応じて適切な開示を行っております。

補充原則 ４－１③

当社では、最高経営責任者の後継者計画について、現時点では定めておりませんが、今後の経営環境、事業展開等の状況に応じて、取締役会
で議論してまいります。

補充原則 ４－２①

当社では、各取締役の報酬につき、それぞれの役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら決定
しております。業績連動報酬や自社株報酬につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。

補充原則 ４－２②

当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「対処すべき課
題」への取り組み及び「サステナビリティに関する考え方及び取組」が経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えて
おり、ひいては当社の持続的な成長および企業価値の向上に繋がると考えております。

補充原則 ４－１０①

当社の社外取締役は、取締役会等の場において、重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っております。また、取締役の報酬
等の決定にあたっては、客観性、公正性、透明性が確保された状態で行使されていることを取締役会にて確認しております。以上の理由から、独
立社外取締役の役割・責務、その有効な活用は、現状の体制で十分に機能していると考えております。ただし、さらなる企業統治の質の向上、経
営の透明性向上を図るため、機関設計の在り方に関しては継続検討してまいります。

原則 ４－１１

当社では、取締役会および監査役会を、様々な経験や専門知識を有する多様な人材で構成するよう努めております。さらなる多様性の確保につ
いては、今後議論を深めてまいります。

補充原則 ４－１１③

当社の取締役会は、経験豊富な社外取締役、社外監査役を含めたメンバーで構成されており、会議では部門毎の課題や進むべき方向性等につ
いて活発な議論がなされていることから実効性は確保されていると判断しております。定型的な分析の手法や、具体的な評価については今後、検
討してまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則 １－４

当社は、取引先との関係維持・強化等、事業活動上の必要性を勘案し、今後の当社の発展に有効と認められる場合に限り、取引先企業等の株式
を保有することにしております。なお当社は、毎年、取締役会において、個別銘柄毎に財政状態、経営成績の状況、含み損益、当社との取引高の
推移、配当金受領額等を検証することにより、総合的に保有の適否を確認し、株式数の見直しを行っております。また、議決権行使につきまして
は、保有先企業との関係維持・強化等の目的に資するかどうか、保有先企業および当社の企業価値の向上に資するかどうかを判断した上で、行
使しております。

原則 １－７

当社は、関連当事者間の取引を行う場合には、法令及び社内規程に則り、必要に応じて取締役会の承認を得ることとしており、承認後に行われた
取引内容につきましても、取締役会で報告することにしております。また関連当事者間の取引については、決算期ごとに、関連当事者間取引に関
する確認書面の提出を求め、会社の利益を害する取引がないことを確認しております。

原則 ２－６

当社は、規約型の確定給付年金制度を導入しております。企業年金の担当者は専門的知識の教育を受けており、委託先である運用機関の運用
状況等について、そうした担当者が適切にモニタリングしております。また、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理さ
れるよう、従業員の代表と協議できる体制を整えております。

原則 ３－１

(ⅰ)当社は、創業以来の社是である「顧客には良品廉価で満足を」「従業員には生活の向上で幸福を」「進歩こそすべての原動力」を経営の基本
的な考え方としております。これらを実現していくことで新たな企業価値を創出してまいります。また、当社の経営指標、経営戦略等につきましては
有価証券報告書にて開示しております。

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、上記Ⅰ－1.「基本的な考え方」に記載のとおりです。

(ⅲ)当社の取締役の報酬等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限
度額の範囲内において、その役割と責務に相応しい水準となるように個別の報酬額を決定しております。監査役の報酬につきましては、総額の限
度額を株主総会の決議により決定したうえで、限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議によ
り決定しております。

(ⅳ)当社の経営陣幹部や取締役の選任・指名につきましては、本人の専門知識や能力、経験、倫理観をもとに当社の企業価値向上に貢献できる
と思われる人材について、取締役会で決定しております。監査役につきましては、取締役の職務執行の監査ができる人材であることを前提に、豊
富な専門知識や見識、経験を有している方を候補者としております。解任にあたっては、業務遂行に支障が認められる場合、または法令違反や定
款違反、その他不正があった場合、取締役会で協議を行うことにしております。

(ⅴ）株主総会招集通知にて、取締役候補者、監査役候補者について、略歴および選解任の理由を記載しております。

補充原則 ４－１①

当社では、法令上の取締役会決議事項のほか、取締役会規程にて決議事項を定めております。また稟議規程、職務権限規程等にて、経営陣に
対する委任の範囲を定めております。

原則 ４－９

当社は、東京証券取引所が定める独立役員の基準をもとに、当社の企業価値向上に貢献できる人材を、独立社外取締役の候補者として選定して
おります。

原則４－１１①

当社は、取締役を選任するにあたり、経営戦略、財務、研究、生産、販売等の各分野において十分な知識と経験を有している人材を登用しており
ます。また社外取締役については、企業経営またはこれに類する分野において十分な知識、経験を有した人物を選定しております。取締役のスキ
ル・マトリックスにつきましては、本報告書の最終ページに記載しております。

補充原則 ４－１１②

当社の取締役および監査役に他社の兼任がある場合、その数が合理的な範囲に留まっており、当社体制に影響がないことを確認しております。

補充原則 ４－１４②

当社では取締役、監査役としてその職務を遂行するに足る人材を登用しているため、特段トレーニングの方針は定めておりませんが、社内登用の
取締役については、就任時において社外セミナー等の講義を受講しております。

原則 ５－１

当社ではＩＲ担当部署を管理部、ＩＲ担当役員を管理本部担当役員としております。株主から対話の申し出があった際は、前向きに検討を行い、当
社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう適切に対応してまいります。株主との対話等の内容は必要に応じて取締役会にお
いて報告しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

松本油脂製薬株式会社 1,611,511 35.71

松本興産株式会社 681,756 15.11

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRI

VATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793
328,488 7.28

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 135,480 3.00

木村　直樹 133,247 2.95

鰐洲　みよ子 123,438 2.74

有限会社木村 107,900 2.39

株式会社ＮＫ 100,000 2.22

木村　芳樹 93,328 2.07

アイエフシー株式会社 81,600 1.81

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

辻　卓史 他の会社の出身者 △

谷所　敬 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

辻　卓史 ○

辻卓史氏は、当社と貨物輸送等の業務委
託契約を締結している鴻池運輸株式会社
の出身者でありますが、その取引額は僅
少であり、社外取締役としての独立性に
影響を与えるものではありません。

長年にわたり会社代表者として経営に携わって
こられた実績を有しており、その幅広い知識と
経験を当社経営の監督に活かしていただくこと
で、取締役会のさらなる機能強化を図ることを
期待し、社外取締役として選任しております。ま
た、東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当
しておらず、独立性を有しています。

谷所　敬 ○ 該当事項はありません。

長年にわたり会社代表者として経営に携わって
こられた実績を有しており、その幅広い知識と
経験を当社経営の監督に活かしていただくこと
で、取締役会のさらなる機能強化を図ることを
期待し、社外取締役として選任しております。ま
た、東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当
しておらず、独立性を有しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人、内部監査部門は必要に応じて監査計画及び監査結果について意見交換を行っており、監査体制の充実に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

叶　智加羅 弁護士 ○

西本　清一 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与



c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

叶　智加羅 　

叶智加羅氏が代表を務める叶法律事務
所と当社との間には法律顧問契約があり
ますが、その報酬額は僅少であり、社外
監査役としての独立性に影響を与えるも
のではありません。

弁護士を現任されており、法曹としての知識と
経験を、当社経営の監査に反映していただけ
ると判断したため、社外監査役として選任して
おります。

西本　清一 ○ 該当事項はありません。

化学分野における高度な知識と研究・教育に
加え、大学運営に長年携わってこられたその経
験を活かし、客観的かつ中立的な立場から、職
務を遂行していただけると判断したため、社外
監査役として選任しております。また、東京証
券取引所が定める一般株主と利益相反の生じ
るおそれがあるとされる事項に該当しておら
ず、独立性を有しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

通常の役員報酬の増減をもって、各人の業績に報いております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役に支払った報酬　7名　153百万円

監査役に支払った報酬　3名　19百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議しております。取締役の報酬の決定に際しては、企業価値の持続
的な向上を図るため、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外
取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。その額につきましては、役位、職責、在任年数に応じ
て、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外監査役を含めた監査役の職務を補助する組織を管理部としております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会は、７名（うち社外取締役２名）で構成され、月１回の定例取締役会の開催と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、機動的に意思
決定を行っております。また取締役、監査役および部長以上の役職者が原則週１回、全体会議を開催し、経営方針に則った業務執行状況および
コンプライアンスの確認を行っております。なお当社では、急激に変化する経営環境に対応するため、取締役の任期を１年としております。

監査役会は、３名（うち常勤監査役１名）で構成されており、各々常時取締役会に出席するほか、常勤監査役はその他の重要会議にも出席して業
務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。なお、監査役３名のうち、２名が社外監査役となっております。

内部監査実施のため、監査室（１名）を設けております。なお、監査事項ごとに各々適任者からなるチームを編成し、監査室を補佐しております。ま
た、監査役会と会計監査人は必要に応じて監査計画及び監査結果について意見交換を行っており、監査体制の充実に努めております。

上記の通り、現状の体制をもって、経営監視機能は十分に確保されているものと考えております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、各分野の専門知識と管理能力に優れている取締役を選任しており、現体制の取締役会にて十分に事業活動の意思決定機関としての
機能を果たしていると考えております。

なお、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、客観的かつ中立的な立場からの経営監視体制も整えております。

また内部統制システム及びリスク管理体制の整備に万全を期しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 早期発送を実施しております。

集中日を回避した株主総会の設定 いわゆる集中日を回避して株主総会を設定しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載
招集通知、事業報告書、中間事業報告書をはじめ、各種プレスリリースを自社
ホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部にIR担当を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システム構築の基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適性を確保するための内部統制システム構築の基本方針を下記のとおり決定す
る。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び使用人が、法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守すべき基本として「松本油脂製薬グループ企業行動規範」を制定し、コンプライ
アンスを徹底する体制を構築する。コンプライアンス担当取締役は、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・改善に努め
る。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループのリスク管理については「リスク管理規程」に基づき、松本油脂製薬グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把
握及び危機発生時の対応を行う。

当社グループ全体の組織横断的リスクへの対応は、当社代表取締役社長を本部長として対策本部を設置し、管理部を事務局として迅速な対応を
行い、損害の拡大を防止しこれを最小限にとどめる。各部門所管業務に付随するリスクは担当部門がこれにあたり、その状況はすべて取締役会・
監査役会及び管理部に報告される。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　

取締役の職務の執行については、「組織・業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づいて、月一回開催される取締役会において決定する。また、
必要に応じて臨時取締役会及び代表取締役との打合わせ、並びに取締役を横断する連絡会議において審議し、意思決定のプロセスの効率化・
迅速化を図るとともに、定期的な運用状況を検証する体制をとる。

５．当会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　

当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社
の法令の遵守並びにリスク管理体制を構築する責任を持つ。子会社は、業務推進状況及び地域社会の様相について随時子会社を担当する取締
役に報告し、意思の疎通を図る。



６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項

補助する使用人は置かないが、監査役の職務を補助する組織として、管理部がこれを担当する。

なお、補助業務に関しては取締役からの独立性を確保する。

７．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

　

当社グループの取締役及び使用人は当社グループの目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為、または著しい損害の生じる
おそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役会に報告する。

なお、使用人にあっては取締役を経由して報告するものとする。

監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知する。

監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求を行った時は、速やかに当該費用又は債務を処理する。

８．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　

監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席するとともに、稟議書等
業務執行に係わる重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。

監査役会による取締役及び使用人から情報収集の機会及び監査法人との情報交換の機会を確保する。以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序や健全な事業活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求行為に対しては、組織全体として
毅然とした姿勢で対応します。

そのため、反社会的勢力からの不当要求に備え、平素より警察や弁護士、外部関係機関との連携強化を図っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

当社は、2026年5月18日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）を継続することを
決議し、2026年6月25日開催の第88回定時株主総会において、承認可決されました。

なお、本プランは、2023年6月28日開催の当社第85回定時株主総会において株主の皆様のご承認に基づいて継続導入いたしました「当社株券等
の大量買付行為への対応策」の内容を一部変更の上、継続しております。

本プランの詳細につきましては、2026年5月18日付け当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策の継続に関するお知らせ」をご
覧ください。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



代表取締役社長

管理部長（情報取扱責任者）

取締役会・経営会議

適時開示

決定した重要事実 発生した重要事実 決算情報

管理部各部署

（付議）

（報告） （報告） （報告）

（開示指示）

（決議）

企業経営

経営戦略
財務会計

研究開発

生産

販売

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

ﾘｽｸ管理

木村　直樹 代表取締役社長 ● ● ● ● ●

藤井　修治 代表取締役専務 ● ● ● ●

川原　廣治 専務取締役 ● ● ●

橘　　興林 取締役 ●

桂　　嘉宏 取締役 ● ● ● ●

辻　　卓史 取締役 ● ● ● ●

谷所　　敬 取締役 ● ● ● ● ●

※上記一覧表は、各取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

氏　名
会社における

地位

専門性・経験

【当社内部統制システムの模式図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適時開示体制の概略（模式図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当社取締役のスキル・マトリックス】 

 


